
 
令和7年2月28日 

（一社）日本電設工業協会 事務局 
各位 
令和7年３月27日、国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課よりメールにて下記の情報がありましたのでお知ら
せいたします。 

記 
 

【国交省建設業課】改正建設業法説明会の動画掲載 
 

（周知依頼文より抜粋） 
 
建設業者団体 各位 
(Bccでお送りしております) 
 
お世話になっております。国交省建設業課です。 
 
改正建設業法説明会の動画掲載等について以下お知らせいたします。 
 
（１）アーカイブ動画について 

昨年12月19日に開催された、改正建設業法説明会（東京会場）について、国交省による 
「改正建設業法」の解説部分のアーカイブ動画を公開いたしました。 
当日ご参加いただいた方の復習用として、また、見逃された方もぜひご覧ください。 

 
【発注者向け】https://www.youtube.com/watch?v=J5jC2dRomiI&t=3334s 

 
【建設業者向け】https://www.youtube.com/watch?v=hiAc8V5bg9g&t=11s 

 
※企業事例やQ&Aセッションに関しては、動画公開の予定はございません。 

 
（２）リーフレットについて 
   改正建設業法における「適正な価格転嫁」や、フリーランス法、適正工期の設定についてまとめた 

リーフレットを３部作成いたしました。ぜひご活用ください。 
 
1. 改正建設業法について 資材高騰でお困りのあなたへ 
2. フリーランス・事業者間取引適正化等法 一人親方等との取引に関する新しい法律のお知らせ 
3．適正工期確保Guide book ～建設業の生産性向上と長時間労働是正～ 

 
よろしくお願いいたします。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 

 
25.03.28 

https://www.youtube.com/watch?v=J5jC2dRomiI&t=3334s
https://www.youtube.com/watch?v=hiAc8V5bg9g&t=11s


 

 

 

  

資材高騰でお困りのあなたへ 
 

近年の資材価格高騰への対応として、改正建設業法により価格転嫁に関するルールが設けられまし

た。注文者と受注者が協力し、適正な取引を進め、持続可能な建設業を実現することが重要です。本紙

では、価格転嫁に向けた法改正の趣旨とポイントを解説します。 

 
 
 
 

 

 

改正法の概要 
 
資材高騰への対応 

近年の資材価格高騰（図１）は、建設業界に大きな影響を与えてい

るところ、建設業者向けのアンケートでは、物価等の変動に関する契

約変更条項がある請負契約は半数程度に留まっています（図２）。加

えて、資材価格等の高騰の影響を受け、注文者と契約変更協議を行

っても、全て契約変更が行われるのは２割程度となっています（図３）。 

改正法では、資材高騰が生じた際の契約変更協議に関する条

項を契約書に明記するよう義務化するとともに、受注者が契約締

結前に通知した情報に従って契約変更を申し出た場合、注文者が

誠実に協議に応じる努力義務を課しています。 

工事の注文者と受注者はパートナーであり、適正な価格転嫁を

進めることが、建設業界全体の持続可能性を支える鍵となります。 
 

◎資材高騰に伴う請負代金の変更方法を契約書に明記 

資材価格の変動による請負代金の「変更方法」を契約書に法

定記載事項として明確化しました。 
 

◎資材高騰のおそれを受注者が注文者に通知する義務 

資材価格高騰の可能性がある場合、受注者は注文者に通知

する義務があります（「おそれ情報」の通知）。 
 

◎契約変更協議の誠実対応義務 

おそれ情報に沿った契約変更協議に対して注文者が誠実に

対応する努力義務が課されました。 
 

これらの内容により、受発注者間のパートナーシップに基づ

く変更協議の円滑化が促され、サプライチェーン全体での適正

な価格転嫁に繋がります。  
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図２ 契約変更条項の記載の現状 

図３ 契約変更協議に関する状況 

（出典）国土交通省「適正な工期設定等による働き方

改革の推進に関する調査」（令和 5 年度） 

（出典）一般財団法人建設物価調査会「建設資材物価指数」 

※2 

※１ 基準年である 2015 年＝100 とした指数 
※２ 1～10 月の平均 

（出典）国土交通省「適正な工期設定等による働き方

改革の推進に関する調査」（令和 5 年度） 
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「資材高騰等のおそれ」
通知する義務

受注者注文者

「変更方法」に従って
請負代金変更の協議

誠実な協議の努力

資材高騰等が顕在化したとき

【契約前】

受注者注文者

契約書（イメージ）
第○条 請負代金の変更方法
・ 材料価格に著しい変動を生じたときは、
受注者は、請負代金額の変更を請求できる。

・ 変更額は、協議して定める。協議に当
たっては、工事に係る価格等の変動の内容
その他の事情等を考慮する。

なお、事前通知がなかったことのみでは、
協議を拒む理由にはならない
⇒契約上の「変更方法」に基づき適切に協議

 

 

 

 

 

新ルールの詳細 

 
1. 今回の改正事項（価格転嫁関係） 

改正建設業法では、資材価格の高騰や労務の供給不足等が発生した際に、請負代金・工期を適正に変

更するためのルールが新たに設けられました。以下に主な改正内容を示します。 

◎契約前のルール 

▽資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項として明確化 

▽受注者は、資材高騰の「おそれ情報」を注文者に通知する義務 

◎資材高騰等が顕在化した場合<契約後のルール> 

▽契約前の通知をした受注者は、注文者に請負代金等の変更を協議でき、注文者は誠実に協

議に応ずる努力義務（公共発注者は、協議に応じる義務）。 

 
2.価格転嫁協議の円滑化ルールの詳細 

令和６年12月からの施行に併せて公表した建設業法令遵守ガイドラインでは、新ルールに関しての留意

点がとりまとめられています。 
 

 

請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項に 

「契約変更を認めない」契約も、契約書の法定記載事項とし

て認められない 

 

おそれ情報の通知(受注者)  

契約前に、資材高騰等のリスクを注文者・受注者双方が共有 

【「おそれ」情報の具体的内容】  
天災その他不可抗力により生じる、 

・主要な資機材の供給の不足／遅延又は資機材の価格の高騰 

・特定の工種における労務の供給の不足又は価格の高騰 

【「おそれ」情報の通知方法】  
・客観性のある統計資料等に裏付けられた情報が根拠 

・書面又はメール等により、見積書交付等のタイミングで通知 

 

誠実協議（注文者） 

注文者は、受注者の協議申出に対して、協議のテーブルに

着いたうえで、変更可否について説明する必要 

【「誠実」に協議に応じていないと思われる例】 

・協議の開始自体を正当な理由なく拒絶 

・協議の申出後、合理的な期間以上に協議開始をあえて遅延 

・受注者の主張を一方的に否定 or 十分に聞き取らずに協議

を打ち切る  
改正法の詳しい情報はコチラからご覧下さい 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousa

n_kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html  
 

 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 
Tel: 03-5253-8111(内線 24-756) / 03-5253-8277（直通） 

Fax: 03-5253-1553 



 

 

 

 

一人親方等との取引に関する 
新しい法律のお知らせ 

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が 2024年 11月 1日に施行され

ました。この法律は、フリーランス（一人親方など）が安心して働ける環境を整備す

るため、①フリーランスと取引先企業（事業者）などの発注事業者の間の取引の適

正化及び②フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とするものです。 

 

法律の概要 

発注事業者※１からフリーランス※２への「請負契約」（事業者間

取引）において、次のような義務が生じます。 
※1 「発注事業者」･･･一人親方や BIM オペレーターといったフリーランスと取引を行う企業

や法人、または個人の事業主で、従業員を使用する事業者が対象。 

※2 「フリーランス」･･･個人の事業主であり、従業員を雇用していない人が対象。「従業員を

使用している」「消費者（個人の施主）を相手に取引をしている」場合は、該当しません。 

 

◎取引条件の明示 

契約内容として、業務内容、報酬額、支払期日、作業場所、契約期間などを明記

し、契約書や書面（電子記録を含む）でフリーランスと共有する必要があります。 

◎報酬支払いの規定 

フリーランスへの報酬は、物品の受領や役務の提供を受ける日から数えて 60 日以

内のできるだけ早い日に支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う必要があります。 

◎不当行為の禁止 

１か月以上の業務委託において、報酬の減額、受領拒否、返品、購入の強制、不

当な変更指示など、フリーランスに不当な不利益を与える行為は禁止されています。 

◎育児・介護等への配慮 

６か月以上の業務委託において、フリーランスからの申出があった場合、育児や

介護と両立できるよう納期や作業時間の調整について配慮を行う必要があります。 

◎ハラスメント防止 

フリーランスに対するセクハラ、パワハラ等を防ぐため、相談窓口の設置や社内体

制の整備が求められます。 

 

 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 

Tel: 03-5253-8111(内線 24-756) / 03-5253-8277（直通） 

Fax: 03-5253-1553 

フリーランス・事業者間取引適正化等法  

建設企業では、フリーランス

(一人親方など)に対する取

り組みが遅れています。 

フリーランス取引の状況についての実態調査

（R6.10.18公正取引委員会、厚生労働省） 

詳しくは次頁をご覧下さい 
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<フリーランス> 

取引条件の明示 
～取引条件を示されなかった割合～ 

報酬の支払い規定 
～報酬を減額されたことがある割合～ 

フリーランス新法の周知 
～法律の内容を知らない割合～ 

ハラスメント対策の遅れ 
～ハラスメント相談窓口がないか、設置 

されていた業務契約の方が少なかった割合～ 

<フリーランス> 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

～建設工事における適正工期の重要性～ 

 

 

  

1.2% 29.8% 66.3% 2.6%全体

著しく短い工期の工事が多かった 短い工期の工事が多かった

妥当な工期の工事が多かった 余裕のある工事が多かった

出典：適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調

査（国土交通省／2023 年） 

出典：働き方改革における週休二日制、専門工事業の適正な

評価に関する調査（建専連／2023 年） 

<図２> 週休２日制を導入できない理由 

<図１>受注した工事の工期について 
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～「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」より～ 
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元請負人と下請負人との対等な関係の構築および公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的に、

建設業法に違反する行為を記したガイドラインです。 

▼「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第６版)」 

▼「元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン(第１０版)」 
 

2020 年 7 月の中央建設業審議会の審議に基づき、適正な工期の設定や見積りにあたり受発注者が

考慮すべき事項を工程別、産業分野別などに整理して示しています。また本基準は、時間外労働の上

限規制の遵守の徹底を図るため、2024 年 3 月に改定されました。 
 
 

適正な工期設定の実現につながる優良事例をまとめています。 
 

 

 
 

 
法令違反に関する情報受付窓口です。 

 
建設業に関する様々な相談を受け付けています。 
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